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今後のスケジュールについて   ※R4.12.6 現在 

 

 

 

第１回

市民会議

（2019.11.26）

• 市民会議の設立、役員の選出

•生物多様性のだ戦略の策定経緯

•現戦略の評価（現状と課題）について

•見直しの方向性について

第２回

市民会議

（2020.2.26）

• 第２期生物多様性のだ戦略策定の進め方について

•自然環境調査の計画（案）について

•社会環境調査の計画（案）について

第３回

市民会議

（2020.9.15）

• 自然環境調査の実施について

•社会環境調査（アンケート調査）の実施について

•今後の進め方について

第４回

市民会議（書面）

（2021.4.9）

• 自然環境調査の結果速報について

•社会環境調査（アンケート調査）実施結果について

•企業等委員への個別ヒアリングの実施状況について

第５回

市民会議

（2021.6.28）

• 自然環境調査の中間報告について

•歴史調査の中間報告について

•社会環境調査（アンケート調査）検証結果について

第６回

市民会議

（2022.5.13）

• ・自然環境調査結果報告

令和元年度 

←自然環境調査ヒアリング、調査員会の実施 
令和２年度 

調査・検討の

進め方の承認 

調査・検討の 

状況報告 

社会環境調査 

結果の共有 

市民会議の設立

と経緯の共有 

←諮問 

議題 

調査の進め方

の検討 

自然環境調査

結果の共有 

令和３年度 

←調査員会の実施（2021.11、2022.3） 

令和４年度 

資料３ 
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 【策定スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７、８、９回

市民会議
（2022.8.18及び10.24、

12.6）

• 次期戦略の構成イメージ（将来像及び目標）、取り組
む事業の検討について

•次期戦略（素案）について

第10回

市民会議

•パブコメの意見と対応について

•第２期戦略の完成について

「第２期生物多様性のだ戦略」の策定 

議題 

※ 今後の市民会議のスケジュールについて、上記のとおり予定していますが、新型

コロナウイルス感染症対策の状況をふまえ、適切に進めたいと考えています。 

戦略（素案）

の確認 

戦略（案）の

最終確認 

←パブリックコメントの実施（R5.1 予定） 

←答申・庁議 

※ 今後の第 2期戦略策定スケジュール 

第
２
期
戦
略
の
方
向
性
の
確
認 

第
２
期
戦
略
素
案
の
公
表 

第
２
期
戦
略
の
完
成 

第７回市民会議（8/18 書面） 

●戦略の構成イメージ検討 

●戦略で取り組む事業の検討 

●戦略素案の検討 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

第 8、9 回市民会議（10/24、

12/6 対面） 

●戦略素案の確認 

第 10回市民会議 

●パブコメの意見 

と対応について 

●答申 

●戦略素案の検討 

資料３ 



 

 

各事業の取組内容（事業シート一覧） 

 
   

 

テーマ1　緑地や山林、農地を守る

番号 事業 戦略記載内容 担当課

条例に基づく既存指定区域の

継続

要綱に基づく森林の維持管理　　

東京理科大学と連携した植

物、樹木の保全
新規

市民の森制度の見直しによる

山林の保存と活用

条例における新規地区指定に

よる山林の保存と活用

自然環境調査の継続

収集した情報の整理

１-⑤

生物多様性に配

慮した土地利用

の推進

生物多様性に配慮した考え方や取組事例を掲載

した資料を作成し、開発事業における事業者へ

の生物多様性の保全に関する周知を図ります。

事業者への情報提供による生

物多様性の保全に関する周知

及び指導

都市計画課

１-⑥
太陽光発電開発

事業への対応

市内の農地や山林の減少を抑えるため、太陽光

発電の許可制への移行に伴う、制度の周知に取

り組みます。

太陽光発電にかかる開発の許

可制度の条例制定に伴い、制

度の周知及び現地調査

新規 環境保全課

農地保全に関する農家への情

報提供

農家との意見交換会による農

業の振興

玄米黒酢農法の実施面積の拡

大

テーマ1　緑地や山林、農地を守る

番号 事業 戦略記載内容 担当課

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

１‐① 江川地区の保全

自然環境保護対策基本計画に基づき保全しま

す。

また、「野田市貴重な野生動植物の保護のため

の樹林地の保全に関する条例」に基づき、既存

指定区域の継続により、保全エリアの維持に努

めます。また、実情を踏まえた計画の見直しに

より、江川地区の活用方法の検討を行います。

自然環境保護対策基本計画に

基づく保全 みどりと水のま

ちづくり課

１－② 中央の杜の保全

市役所に隣接する中央の杜（市有地）につい

て、「野田市緑地保存に関する実施要綱」に基

づき、ヤマユリ、キンラン、ギンラン等の希少

種の保全やナラ枯れ、松枯れなどの対応により

森林の維持管理を進めます。

また、新たに東京理科大学ふれあいの杜とし

て、東京理科大学と連携した保全に取り組みま

す。

みどりと水のま

ちづくり課

１－③
山林（民有樹林

地）の保全

既存の市民の森の活用を図るとともに、市内の

山林の減少を抑えるため地権者への森林保全の

協力を依頼するとともに、山林を残していくた

めに、新規の市民の森を増やしていきます。さ

らに、市民の森制度を見直し、現地にあった活

用を図っていきます。また、市内に残された貴

重な野生動植物の生息地又は生育地としての樹

林地を保全するため、「野田市貴重な野生動植

物の保護のための樹林地の保全に関する条例」

に基づく新規地区の指定について検討していき

ます。

みどりと水のま

ちづくり課

１‐④
自然環境調査拠

点等の調査

自然環境調査拠点等を守るために、継続したモ

ニタリング調査を実施します。

また、調査結果や市内の自然環境に関する情報

を収集し、自然環境の保全に活用できるよう整

理します。

みどりと水のま

ちづくり課

１-⑦

農地保全と環境

保全型農業の推

進

水田や畑地等の農地はたくさんの生き物の生

息・生育環境としても重要であり、治水等多面

的な役割を担っています。農地の保全について

は、適切な農業生産活動が必要であることか

ら、減農薬・減化学肥料や有機農法など、生物

多様性に寄与する農業の振興に取り組むととも

に、玄米黒酢農法の拡大により、農地保全およ

び環境保全型農業の推進に取り組みます。

農政課

R.5.6. （ナラ枯れの対策強化）

R.5.6. （活動開始）

R.6.7.8.9. （参加者の増加）

R.10

（ネーミングライツの継続による連携の

継続）

（保全樹林地の剪定、不法投棄の見回り、

間伐作業）

（地区指定面積の維持）

R.5.6. （市民の森制度の見直し）

（市民の森の維持管理）

R.5.6.

（市民の森の活用を図るための整備）

R.5.6.7. （現地調査、候補地選定）

R.6.～

（市民の森の新規指定）

R.6. （地区指定箇所の選定）

R.6.7.8.

（候補地における地権者説明会の開催）

R.7.8～

（地区指定手続き、地区指定による管理）

R.5.6. （調査準備）

R.7.

（モニタリング調査の実施）

R.9.10.

（調査準備）

R.11.

（モニタリング調査の実施）

R.5.6.7.

（今上地区における黒酢米取組み面積の

拡大）

（担当課との連絡調整を指導）

（現地確認、制度の周知）

（制度の周知、農産物の販路拡大）

（農協と連携した農家との意見交換会の

実施）

（計画の見直しを踏まえた活用方法の検討）

R.7.

R.5. （資料の作成、配布開始）

R.8～

（調査結果の分析）

（森林の維持管理）



 

 

 
 

 
 

玄米黒酢農法の実施面積の拡

大

テーマ1　緑地や山林、農地を守る

番号 事業 戦略記載内容 担当課

江川地区のビオトープ整備

尾崎地区のビオトープ整備の

検討

冬水田んぼの見直し 農政課

新たな水田におけるビオトー

プ整備の検討
新規

農政課　　　　

みどりと水のま

ちづくり課

はきだし沼の保全

湧水調査の実施

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

１-⑦

農地保全と環境

保全型農業の推

進

水田や畑地等の農地はたくさんの生き物の生

息・生育環境としても重要であり、治水等多面

的な役割を担っています。農地の保全について

は、適切な農業生産活動が必要であることか

ら、減農薬・減化学肥料や有機農法など、生物

多様性に寄与する農業の振興に取り組むととも

に、玄米黒酢農法の拡大により、農地保全およ

び環境保全型農業の推進に取り組みます。

農政課

１-⑧ 水田の利活用

生きものの生息環境の確保を目的とし、農家や

地権者に配慮した、江川地区における休耕田を

活用した生きものを育むビオトープの整備に取

り組みます。

また、環境調査の結果、効果が少ない冬水田ん

ぼの取組を縮小し、他地域における湧水、水田

が一体となったビオトープの整備に新たに取り

組んでいきます。

みどりと水のま

ちづくり課

１－⑨ 水環境の保全

市内には湧水が確認されており、貴重な自然環

境として保全していくことが必要です。湧水調

査を実施し、状況の把握に努めます。

環境保全課

みどりと水のま

ちづくり課

（今上地区における黒酢米取組み面積の

拡大）

（湿地、水路、魚道等の整備及び管理）

（除草管理、地元への報告）

R.5.6.7.
（ビオトープに向けた検討）

R.5.6.

（ビオトープに向けた地元調整、検討）

R.5.6.7. （効果検証に基づく縮小）

（環境調査の実施）

R.6.7
（新規地区における整備）

（保全の継続）

（湧水の現状調査による状況把握）

R.5.6.

テーマ２　自然環境の質をまもる

番号 事業 戦略記載内容 担当課

希少種等の分布状況の把握及

び周知

みどりと水のま

ちづくり課

野外コウノトリの情報共有
みどりと水のま

ちづくり課

アライグマの捕獲対策 農政課

その他の特定外来種対策

（アレチウリ、カミツキガメ

等）

市内で確認されている主な外

来種（オオキンケイギク）や

栽培種等に関する情報の周知

動物の適正な飼養に関する周

知

千葉県と連携して動物の飼い

方指導を実施

市民活動団体等との連携した

維持管理の実施

公園の樹木及び街路樹等の維

持管理の実施

生物多様性に配慮した公共用

地の維持管理

利根運河の環境導水の実施 農政課　　　　

水質調査結果の情報整理

環境保全課

みどりと水のま

ちづくり課

試験的な環境導水により水質

改善の効果検証

農政課

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

２－① 希少種等の保全

絶滅危惧種等の希少種の保全について、「自然

環境調査」のデータを活かしつつ、モニタリン

グ調査を継続し、地権者の協力を得ながら、市

域に生息する希少種等の保護を図ります。

特に、市域をはじめ野外に定着しているコウノ

トリについては、これまでの情報を共有し、周

知していきます。

２－②
外来種による影

響の抑制

在来種の保全のため、アライグマをはじめとし

た特定外来生物の捕獲をできる限り継続して実

施します。

また、アレチウリ等、特定外来植物駆除活動を

市民、市民団体、企業、行政等の連携・協働に

より実施します。

さらに、市内で確認されている主な外来種や栽

培種等に関する情報を市報やホームページ等を

通じて発信していきます。

みどりと水のま

ちづくり課

２－③

ペットの飼育に

関する認識・理

解の促進

動物の適正な飼養の啓発を通じて、命の大切さ

や、ペットの飼育を放棄し、野外へ放すことに

よる様々な生きものに及ぼす影響についての理

解を進めます。

環境保全課

２－④

生物多様性に留

意した維持管理

の検討

地形や維持管理体制等の条件を踏まえつつ、生

物多様性に留意した維持管理方法について、市

民活動団体と連携しながら検討を進めます。

また、公共用地の維持管理において森林や調整

池がもつ災害を緩和する機能と生物多様性の保

全が一体的に進められるよう、市関連部署と連

携を図ります。

みどりと水のま

ちづくり課

２－⑤
河川・水路の水

質改善

利根運河における導水をはじめ、環境用水の導

入や水質汚濁要因の調査など、市内の河川・水

路の水質改善に努めます。

R.5.6. （調査準備）

R.7. （調査の実施）

R.9.10.

R.11.12

（調査準備）

（自然環境調査の実施）

（連携による周知）

（市民への捕獲ワナの貸出及び処分）

（捕獲、駆除及び処分）

（地権者や周辺住民への周知及び処分）

（周知及び獣医師会との連携）

（千葉県及び野田保健所等との連携）

（意見をふまえた維持管理の継続）

（関係部署との調整）

R.5 （効果検証）

R6.

（導水の継続について、結果に基づき

継続協議の判断）

（導水の継続）

（情報整理と江戸川河川事務所との協議）

（周辺自治体や農業団体・猟友会との

情報共有）

（捕獲計画の更新及び千葉県との連携）

（意見をふまえた維持管理の継続）



 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

テーマ3　コウノトリの生息環境を守る

番号 事業 戦略記載内容 担当課

３－①
コウノトリの飼

育・放鳥

市の生物多様性のシンボルであるコウノトリの

保全について、関係機関等との連携のもと、

「コウノトリ保全計画」及び「実施計画」に基

づく取組を推進します。

また、生物多様性の保全を継続し、広域的に連

携しながら拡大して取り組むために、 コウノ

トリの飼育・繁殖・野生復帰を目指した放鳥に

継続して取り組みます。

コウノトリの飼育・繁殖

コウノトリの放鳥

みどりと水のま

ちづくり課

採餌・営巣環境づくり

施設等への展示の充実

コウノトリの定着と活用

イベント等の開催及び参加

コウノトリの個体群への協働

IPPM－OWSへの参加と連携

テーマ4　自然のつながりをまもる

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

【　施　策　】

３－②

コウノトリの定

着する環境づく

り

コウノトリの定着を目指す地域において、モニ

タリング調査に基づく効果的な採餌環境づくり

を進めます。また、営巣可能な山林の保全・育

成や必要に応じた人工巣塔の設置等、コウノト

リの営巣環境づくりを行います。またコウノト

リと共生する地域づくり推進協議会を中心にコ

ウノトリをシンボルとした『地域振興』と『環

境教育・環境学習』の推進を通し、地域の生物

多様性の保存・再生・創造等に資することを目

的として事業に取り組んでいきます。

みどりと水のま

ちづくり課

３－③

コウノトリ関東

地域個体群形成

に係る協働の推

進

IPPM-OWSの方針に基づき、関東地域個体群形

成に向けた野外コウノトリの個体管理（救護・

事故防止・遺伝的多様性維持等）の検討・協

働・支援等を行います。

みどりと水のま

ちづくり課

（飼育・繁殖の継続）

（計画に基づく放鳥）

（利根川流域自治体との連携強化）

（取組の継続）

R5.6..

（取組の継続）

（部会等への参加）

（展示の更新）

（観光振興の企画検討）

（取組みの継続）

R5.6.

（計画に基づく施設整備）

テーマ4　自然のつながりをまもる

番号 事業 戦略記載内容 担当課

生物多様性に配慮した河川排

水整備の国等への働きかけ 管理課　　

生物多様性に配慮した河川排

水整備
管理課

「関東エコロジカル・ネット

ワーク推進協議会」への積極

的な参加　　　　　

「コウノトリの舞う地域づく

り連絡協議会」、「利根運河

協議会」への積極的な参加　　

「コウノトリ・トキの舞う関

東自治体フォーラム」への積

極的な参加　

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

４－①

河川や水路等に

おける河川排水

整備

「利根川・江戸川水系河川整備計画」（R2.3）

に基づく河道掘削や水門・樋管等整備に際し、

生物多様性に留意した実施を国に働きかけてい

きます。

また、市内の河川や用排水路や湿地、ため池、

調整池、水田などにおける水域のネットワーク

形成を図ります。

４－②
広域連携による

取組の推進

「関東エコロジカル・ネットワーク推進協

議会」、「コウノトリの舞う地域づくり連

絡協議会」、「利根運河協議会」、「コウ

ノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラ

ム」などへの参加や計画の推進における連

携・協働を通じ、シンボルであるコウノト

リの生息環境づくりや、市の生物多様性保

全や生態系ネットワーク形成の推進に取り

組みます。

みどりと水のま

ちづくり課

（要望の継続）

（協議会への参加による連携）

R5.6.

（利根川流域の連携強化の要望）

（整備方針の継続）

R5.6.
（両協議会見直し、統合）

（フォーラムへの参加による連携）

（協議会への参加による連携）



 

 

 
 

 
 

テーマ5　暮らしにいかす

番号 事業 戦略記載内容 担当課

野田市としてのゼロカーボン

シティ宣言の実施
新規

「第4次野田市地球温暖化対策

実行計画」に基づいた取組の

実施

マイバッグの使用の啓発 清掃計画課　

環境への負荷の少ない生分解

性農業用プラスチック資材等

の利用の促進

農政課

リサイクルフェアやごみ減量

ポスター展等における周知

清掃計画課

環境保全課

市ホームページ、市報等での

情報発信
PR推進室

関連計画への生物多様性の保

全の反映

みどりと水のま

ちづくり課

テーマ6　経済にいかす

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

【　施　策　】

５-①

ゼロカーボンシ

ティ宣言をふま

えた取組

ゼロカーボンシティ宣言を行い、CO2排出量を

減らす活動の普及・実践を進めます。
環境保全課

５-②
脱プラスチック

への意識の向上

川を通じて海に流出し生きものに悪影響を与え

るプラスチックごみの減量を、世界動向等の情

報提供と市イベント等において取組などを広報

し人々の意識の向上に努めます。

また、古くなった農業資材を回収し、再利用に

努めます。

５-③

自然を意識した

暮らしの普及・

啓発

生物多様性の保全を進めることは、暮らしの基

盤をつくり、台風やゲリラ豪雨などの災害から

守り、安全・安心に暮らせることにもつながり

ます。また、教育やレクリエーションなど暮ら

しを豊かにもします。

このように、一人一人が、身近な自然と暮らし

の関係について考え、生物多様性の保全に向け

て行動するきっかけとなる情報発信を進めま

す。

（情報の周知、啓発）

（農協等を通じた周知）

R.5. （宣言の実施)

（関連計画への反映）

（情報発信の充実）

R.6.～

（民間企業との協定を推進)

（計画に基づいた取組の実施)

（廃プラスチック回収事業の実施）

（情報の周知、啓発）

R.6.～

テーマ6　経済にいかす

番号 事業 戦略記載内容 担当課

企業と連携したエコツーリズ

ムの実施
PR推進室

企業と連携したイベント、関

連グッズの販売

みどりと水のま

ちづくり課

道の駅の設置の検討 商工労政課　

農産物の販売支援 PR推進室

堆肥事業による資源のリサイ

クルを推進
農政課

農作物のブランド認証制度の

普及
農政課

学校給食における市内農産物

の活用
学校教育課

エコマークなどの環境ラベル

の活用

リサイクルマークの紹介

消費活動への周知

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

６-①
企業と連携した

エコツーリズム

自然と観光をテーマにした観光モニターツアー

に取り組むとともに、清水公園をはじめ企業と

連携した周遊ルートの設定や、企業イベントに

おける関連商品の販売等、情報発信拠点として

の活用を進めます。さらに、自然と観光をテー

マとした情報発信拠点としての「道の駅の設

置」についても検討を進めます。

６-②
市内農産物の活

用

有機資源の活用として、堆肥事業による資源の

リサイクルを推進します。

ブランド農産物を購入・飲食できる店舗・販売

所の紹介マップを製作し、広く市内外に周知を

行い市内外での販路確保を推進します。さら

に、ブランド農産物を活用した商品の開発を支

援するとともに、登録商品の広報PRを進めま

す。また、市内小中学校給食における玄米黒酢

米、市内生産農産物の活用をはじめ、地産地消

と食育を進めます。

６-③
生物多様性に留

意した消費活動

商品につけられるエコマーク等を通じた森林保

全、廃棄物減量等、生物多様性への負荷低減・

寄与に留意して生産・調達された物品情報を紹

介するとともに、リサイクルフェアなどのイベ

ントを通じて、生物多様性に留意した消費活動

の推進を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境保全課

R.5.6.
（道の駅整備検討委員会による

　道の駅整備基本計画の策定）

R.7.

（道の駅の整備の検討）

（周遊ルートの設定）

R.6. （モニターツアーの実施）

（良質な堆肥の生産、堆肥を活用した農産

　物の生産を推進）

（紹介マップの配布、更新）

R.5.6. （紹介マップの作成）

R.7.

（認証制度の継続と見直し）

R.5.6.

（学校給食米における野田産米の活用）

（市内農産物の活用状況調査）

（市民への周知、啓発）

R.5.

（清水公園、メグミルクとの連携検討）

Ｒ.6.～

（連携開始、関連グッズの販売）

（企業への周知、協力依頼）

（調査結果に基づく活用の推進方策の検

R.5.6.

（市民への周知、啓発）

（市民への周知、啓発）



 

 

 
 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ７　自然の魅力を感じて楽しむ

番号 事業 戦略記載内容 担当課

条例に基づく、ルール、マ

ナーの周知

みどりと水のま

ちづくり課

市ホームページによる周知
みどりと水のま

ちづくり課

周知看板の増設
みどりと水のま

ちづくり課

スマートフォンやパソコンな

どを使用する生きものマップ

の作成と活用

新規
みどりと水のま

ちづくり課

在来種や外来種の紹介資料を

作成・配布

みどりと水のま

ちづくり課

生物多様性の取組に寄与した

方を表彰する制度の設立
新規

みどりと水のま

ちづくり課

生物多様性クイズの作成 新規
みどりと水のま

ちづくり課

ふるさと花づくり運動による

緑化活動の継続

みどりと水のま

ちづくり課

企業や個人におけるガーデニ

ング等の紹介

みどりと水のま

ちづくり課

江川地区における市民農園の

継続
農政課　　　　　　　　　　

企業や学校など団体参加の拡

充　
農政課　　　　　　　　　　

７-⑥

SDGsやカーボン

ニュートラルな

ど共通言語によ

る意識の向上

SDGs やカーボンニュートラルなど認知度の高

い言葉を利用し、生物多様性との関係について

考え、行動するきっかけとなる情報発信を進め

ます。

共通言語を活用した情報発信
みどりと水のま

ちづくり課

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

７-①

自然に親しむ

ルール・マナー

の周知

自然の魅力を楽しく感じてもらうため、さら

に、自然に親しみ、大切にしてもらう機運を高

めるため、自然観察や散策などにおけるルー

ル・マナーの周知に取り組みます。

７-②

生きものに関す

る啓発資料の作

成

生物多様性に係る情報について、「生きもの

マップ」を作成し、生きものを知ることで、生

きものへの関心を高めます。在来種や外来種の

紹介資料を作成・配布し、楽しみながら在来種

等を学び、外来種駆除対策などの行動するきっ

かけづくりを進めます。

７－③

生きものへの関

心を高める取組

の推進

生きもの等への関心を高めるために、活動に対

する顕彰表彰など、人々が自然に目を向ける

きっかけとなる制度を設立します。また、生物

多様性への理解と関心を高めるためのクイズを

作成し活用を図ります。

７-④

在来種物を生か

した緑化活動の

推進

ふるさと花づくり運動の制度を活用し、市有地

や公共用地への緑化活動を進めます。また、企

業用地、個人の庭等において、在来植物による

ビオトープ・ガーデンづくりを紹介し楽しめる

緑化活動を進めます。

７-⑤

江川地区を活用

したイベントの

実施

楽しみながら自然の恵みを感じてもらえるよ

う、江川地区市民農園における農業等体験事業

を継続開催します。

（市民への周知、啓発）

（市民への周知、啓発）

（市民への周知、啓発）

（生きものマップの作成、活用）

（資料の作成、配布）

Ｒ.5.
（制度の設立）

（制度の運用）

Ｒ.5.
（クイズの作成）

（ホームページによる周知）

（運動の継続と取組みのＰＲ）

（取組の募集とＰＲ）

（事業の継続と取組のＰＲ）

（企業や学校への周知）

（大人向け、子ども向けに分けての周知、

啓発）



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

テーマ8　情報でつなぐ

番号 事業 戦略記載内容 担当課

８-①
市の取組に係る

情報発信

生物多様性・自然に係る情報発信を市HP、市

報コラム、LINE、Facebookなど、様々な媒体

を活用し実施するとともに、戦略の取組成果等

を発信するためのイベントを開催します。

市HP、市報、LINE、Facebook

など、様々な媒体を活用した

情報発信
PR推進室　　　　　　　　

市民団体や学校、企業等の活

動情報の収集と発信による支

援

PR推進室　

みどりと水のま

ちづくり課　　　　　　　　　

発表会や交流会などの定期的

な開催
新規 みどりと水のま

ちづくり課　　　　　　　　　

テーマ9　人や活動がつなぐ

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

【　施　策　】

８-②

市民団体や企業

等による取組の

情報収集及び発

信

市民団体や学校、企業等の生物多様性の保全・

再生・活用等に係る活動情報を市ホームページ

等で紹介し、活動や交流の促進を支援します。

また、交流を図るための場として発表会や報告

会などを開催します。　

（市民への周知）

（情報収集と市民への周知）

Ｒ.5.6. （企画検討）

（発表会、交流会の開催）

テーマ9　人や活動がつなぐ

番号 事業 戦略記載内容 担当課

こうのとりの里における活動
みどりと水のま

ちづくり課

三ツ堀里山自然園における活

動

みどりと水のま

ちづくり課

市民団体と学生が協働した活

動
新規

みどりと水のま

ちづくり課

自然環境調査拠点を活用した

活動

みどりと水のま

ちづくり課

地域コミュニティによる環境

美化活動の推進
環境保全課

市内の小中学校による環境美

化活動の推進
学校教育課

企業・事業者への取組メ

ニューの提案

みどりと水のま

ちづくり課　

環境保全課

企業による学校での環境学習

の支援

みどりと水のま

ちづくり課　　

指導課

江川地区や市民の森などの自

然環境拠点を有効活用した環

境学習の実施

みどりと水のま

ちづくり課

公民館における環境学習プロ

グラムの共有
生涯学習課

出前授業の実施 新規 学校教育課

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

９-①

自然環境調査拠

点等を中心とし

た活動

「こうのとりの里」や「三ツ堀里山自然園」、

「理窓会記念自然公園」などを拠点として、子

どもから高齢者までが参加できるイベントを開

催し、活動の交流としての活用を進めます。

９-②

地域コミュニ

ティによる身近

な自然環境の保

全

自治会をはじめとした地域コミュニティや学校

による道路や公園の環境美化活動を通じて、生

活環境と身近な自然環境の保全・維持管理に関

する意識向上、活動促進を図ります。

９-③

企業・事業者に

よる社会貢献活

動への支援

企業・事業者が支援可能な取組メニューの提案

を行い、学校への講師派遣、施設見学、職場体

験などの企業による教育貢献活動の促進に取り

組みます。

９-④
環境学習・環境

教育の充実

市内小中学校の総合学習等における時間を活用

し、江川地区や市民の森などで生物多様性や市

の取組についての学びを進めます。また、市民

団体や公民館で実施されている自然体験や環境

学習のプログラムを関係機関で共有し、環境学

習の周知により充実を図ります。

また、オンライン講座や出前授業による環境学

習の機会をつくります。

（親子学習会の開催）

Ｒ.7.～

（育てる会の活動継続）

（活動の周知と会員の確保）

（大学との連携協議）Ｒ.5.6.

（大学との協働作業の開始）

Ｒ.7.～

（企業との企画検討）

（活動の継続及び周知）

（活動の継続及び周知）

Ｒ.5.6. （取組メニューの提案）

Ｒ.6..7.8.

（企業への周知、活動ＰＲ）

（企業への協力依頼）

Ｒ.7.～

Ｒ.5.6. （現状把握と企画検討）

（市民への周知）

（要望調査と授業の実施）

Ｒ6.7.

（支援活動の実施）

（環境学習の継続）



 

 

 

 
 

 

テーマ10　財源の活用でつなぐ

番号 事業 戦略記載内容 担当課

特典付きふるさと納税によ財

源の確保
企画調整課　　　　

企業版ふるさと納税への協力

を得るための企業訪問の実施
企画調整課　　　　

森林環境譲与税の活用
みどりと水のま

ちづくり課

森林環境譲与税の活用の公表
みどりと水のま

ちづくり課

ガバメントクラウドファン

ディングの定期的な実施

みどりと水のま

ちづくり課

ネーミングライツ等、企業か

らの寄付金受け入れの仕組み

づくり

みどりと水のま

ちづくり課

10-④

生物多様性に係

る支援制度の情

報提供

国・県・財団等の助成制度を活用して、地域に

おける生物多様性の保全に関する市民団体、Ｎ

ＧＯ・ＮＰＯ等の取組を支援します。

引き続き、国・県・財団等の

助成制度の情報収集及び周知

みどりと水のま

ちづくり課

テーマ11　未来へつなぐ

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

【　施　策　】

10-①
みどりのふるさ

と基金の活用

市では、多くの生きものが生息できる豊かな自

然環境（生物多様性）の保全や再生を目的と

し、コウノトリをシンボルとした魅力的な地域

づくりや、環境保全型農業の一環として玄米黒

酢農法による米づくりを行うなど、様々な取組

を進めています。

ふるさと納税によるご支援により、これまでの

取組を更に進めていきます。

10-②
森林環境譲与税

の活用

森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の

確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整

備及びその促進に関する費用」に充てることが

できることから、有効に活用していきます。

10-③ 民間資金の活用

クラウドファンディングやネーミングライツ、

企業からの寄付金受け入れなど、民間資金を活

かした生物多様性の推進のための財源確保手法

について情報収集・活用を図ります。

（ふるさと納税における返礼品の充実）

（企業訪問資料の充実）

（企業訪問の実施）

（市民の森の整備に活用）

（市民への周知）

（プロジェクトの区画と実施）

（ネーミングライツの募集）

（団体等への周知）

テーマ11　未来へつなぐ

番号 事業 戦略記載内容 担当課

公共施設における情報発信の

継続
生涯学習課

学校、企業に協力を働きかけ

ることによる情報発信
生涯学習課

身近な自然を知ってもらう講

座の実施
新規

みどりと水のま

ちづくり課

野田みどりと生きものサポー

ター制度の実施
新規

みどりと水のま

ちづくり課

サポートリーダーの育成 新規
みどりと水のま

ちづくり課

専門的活動の支援及び育成 新規
みどりと水のま

ちづくり課

ボランティア組織を支えるた

めの体制強化
新規

みどりと水のま

ちづくり課

定期的なアンケート調査の実

施

みどりと水のま

ちづくり課

アンケート結果の分析と公表
みどりと水のま

ちづくり課

検証会議を設置し、戦略の定

期的な進捗確認・評価の実施
新規

みどりと水のま

ちづくり課

検証会議による評価の公表
みどりと水のま

ちづくり課

【　施　策　】

今後の取組（令和５年度から令和１４年度）

11-①

自然を感じるこ

とによる郷土愛

の醸成

博物館や公民館はもとより、企業に協力いただ

き、多くの人々が利用する場所への展示や学校

を通じた情報発信により、身近な自然や歴史を

感じ、郷土愛の醸成につながるよう取り組んで

いきます。

11-②

生物多様性を守

り・伝える人材

育成

地域でボランティア活動が長く続くために、各

種イベントへのボランティア募集に取り組むと

ともに、市の自然環境を将来につなぐ人材（生

きもの調査員、リーダー等）育成に係る講座・

登録制度について市民団体との連携・協働によ

り検討・推進します。またボランティア組織を

支えるため、市の支援に対する体制強化に取り

組みます。

11-③

生物多様性に係

る市民意識の把

握

生物多様性の市民意識調査として、社会環境調

査（アンケート調査）を次期戦略の見直しまで

の期間で定期的に実施し、市民意識の変化・醸

成を把握するとともに施策検討に活用します。

11-④

戦略の定期的な

進捗確認・評価

の実施

生物多様性に関連する部署により生物多様性庁

内検証会議を設置し、定期的な検証を行いま

す。また、イベント等において戦略の取組成果

等を発信します。

（市民への周知）

（市民への周知、啓発）

（協力の依頼）

（定期的な情報発信）　    　          

（参加型イベントの情報発信の拡大）

（ともだち登録の周知）

（新規講座の開設と実施）

R5.6.

（講座の開講　年に5名程度認定）

R5.6.

（市と連携したサポーター制度の運用）

R.7.～

（調査委員会の開催、生きものマップ

の監修）

（新規調査員の公募、育成方法の検討）

R.7.～

（専任職員の配置）R5.6.7.

（意見交換や発表会の開催）R5.6.7.

（アンケートの実施）Ｒ6.8.10　2年に 1回）

（アンケートの公表）Ｒ7.9.11　2年に 1回）

（検証会議の設置及び検討）

（結果の公表）

R5.6.
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生物多様性の保全に取り組むボランティアの育成について 

～持続可能なボランティア制度の仕組みづくり～ 

 

1 現状 

 生物多様性に関する現状 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 各層に応じた取組 

（1） 今後リーダーになる人及び専門的活動を行う人 

 みどりのふるさとづくり実行委員会をはじめ、市内で活動を行っている団体は会員

の高齢化と新規加入会員の減少という課題を抱えています。 

 地域でボランティア活動が長く続くために、リーダーとなる人材の育成に取り組み、

あわせて、専門的活動として自然環境調査を実施する人材の育成に取り組みます。 

 

【具体的な取組】 

・「みどりと生きものサポートリーダー」育成講座の実施 

 

 

 

 

 

 

 ・市内の自然環境調査を実施する自然環境調査員（生きもの調査員）による調査員

会の定期的な開催と新たな人材の育成 

（1）今後リーダーになる人（市民不在のため市職員） 

及び専門的活動を行う人（団体や個人で保全活動や

環境調査などを実施している人々） 

（2）活動をしているが今後リーダーにならない人（高

齢化という課題を抱えている団体、大学や小学校

など限定で活動している人々） 

（3）関心はあるが活動していない人（産業祭など苗 

木配布イベント来場者） 

（4）無関心な人（生物多様性の必要性に無関心な人々） 

「みどりと生きものサポートリーダー」の役割 

① 市と連携し、「野田みどりと生きものサポーター」制度を運営 

② 個々のボランティアへの指導、ボランティア同士の交流の中心を担う 

※リーダーが育成されるまでの期間、市職員（会計年度任用職員を想定）は、 

講座の実施とあわせてリーダーの役割も担いたいと考えています。 



 

2 

 

（2）活動をしているがリーダーにならない人 

 すでに活動している人々が、できるだけ長く活動を続けられるよう、個々がより達

成感を味わえる取組を実施します。 

【具体的な取組】 

・「野田みどりと生きものサポーター」制度によるともだち登録 

・みどりのふるさとづくり実行委員会や三ツ堀里山自然園を育てる会、RISO レンジ

ャーなどそれぞれの団体の活動発表会や意見交換会の実施 

 

（3）関心はあるが活動していない人 

 ボランティア活動へのハードルを低くし、参加しやすい体制を整えます。 

【具体的な取組】 

・「野田みどりと生きものサポーター」制度によるともだち登録 

・イベントなどの実施による活動のきっかけ作り 

 

（4）無関心な人 

 現在、無関心な人は、関心度により（1）から（3）のどの層にもつながる可能性が

あるため、まずは関心を持てる取組を実施します。 

【具体的な取組】 

・幅広い広報（多様な人々の目に触れる広報）の実施 

・「野田みどりと生きものサポーター」制度によるともだち登録 

 

3 「みどりと生きものサポートリーダー」育成講座の概要 

「野田みどりと生きものサポーター」制度の運営や、個々のボランティアへの指導、

ボランティア同士の交流の中心を担うリーダーを育成するための講座を開催し、受講

後の修了試験により「みどりと生きものサポートリーダー」として、認定する。 

市職員（会計年度任用職員を想定）は、講座の実施とあわせてリーダーの育成が軌

道に乗るまで「野田みどりと生きものサポーター」制度の運営も担う。 

※講座について 

① リーダーになるために必要な科目で講座を開講。受講生を公募。 

② 講座終了後に修了試験を実施し、リーダーに認定する 

③ 年 1 回開講し、毎年５人程度受講を想定 

※市職員について 

リーダーの育成が軌道にのるまで、専任の会計年度任用職員を採用したいと考え

ています（例：東京都の自然保護指導員、埼玉県のみどり自然課会計年度任用職員） 

別添資料２ 








